
 

 

財団法人 女性労働協会 

役員給与規程 

平成７年７月１日 

    規程第１号     

 

 （目的） 

第１条 この規程は財団法人女性労働協会（以下「協会」という。）の常勤役員

（以下「役員」という。）の給与に関する事項を定めることを目的とする。 

 （給与の種類） 

第２条 役員の給与は本俸とし、非常勤役員には給与を支給しない。 

 （給与の支払） 

第３条 役員の給与は、法令に基づき、その役員の給与から控除すべきものの金 

額を控除し、その残額を通貨で直接本人に支給する。ただし、本人の同意が

ある場合は、その役員の預金又は貯金口座への口座振込みの方法によること

ができるものとする。 

 （本俸の月額） 

第４条 役員の本俸の年額は、400 万円以内とし、会長が別に定める。 

 （給与の支払日） 

第５条 給与の支給日については、財団法人女性労働協会職員給与規程（以下

「職員給与規程」という。）第４条第１項の規定を準用する。 

 （新たに役員となった者及び役員でなくなった者の給与） 

第６条 新たに役員となった者には、その日から給与を支給する。 

２ 役員が離職したときは、その日まで給与を支給する。 

３ 役員が死亡したときは、その月の末日まで給与を支給する。 

４ 第１項又は第２項の規定により給与を支給する場合であって、その月の１日 

から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、

その給与の額は、その月の日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を

基礎として日割によって計算する。 

  （実施に関し必要な事項） 

第７条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

 

 

附則 

この規程は、平成７年７月１日から適用する。 



 

 

附則 

この規程は、平成１２年４月１日から適用する。 

 

附則 

この規程は、平成１３年４月１日から適用する。 

 

附則 

この規程は、平成１４年４月１日から適用する。 

 

附則 

この規程は、平成１５年４月１日から適用する。 

 

附則 

この規程は、平成１６年４月１日から適用する。 

 

附則 

この規程は、平成１９年４月１日から適用する。 

 

 附則 

 この規程は、平成２１年４月１日から適用する。 

 

 附則 

 この規程は、平成２１年６月１日から適用する。 

 

   附則 

   この規程は、平成２２年４月１日から適用する。 

 

 附則 

 この規程は、平成２３年４月１日から適用する。 

 

 


